
四日市市興行場法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和３年３月３１日 

四日市市長  森  智 広 

 

四日市市規則第３９号 

四日市市興行場法施行細則の一部を改正する規則 

四日市市興行場法施行細則（平成２０年四日市市規則第４６号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

改正後 改正前 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この規則は、興行場法（昭和２

３年法律第１３７号。以下「法」という。）

の施行に関し、興行場法施行規則（昭和

２３年厚生省令第２９号）及び四日市市

興行場法施行条例（平成２４年四日市市

条例第１４号。以下「条例」という。）

に定めるもののほか必要な事項を定め

るものとする。 

第１条 この規則は、興行場法（昭和２

３年法律第１３７号。以下「法」という。）

の施行に関し、興行場法施行規則（昭和

２３年厚生省令第２９号）に定めるもの

のほか必要な事項を定めるものとする。 

  

（承継の届出） （承継の届出） 

第３条 法第２条の２第２項の規定によ

る相続、合併又は分割による営業者の地

位の承継の届出は、興行場営業相続承継

届出書（第３号様式）、興行場営業合併

承継届出書（第４号様式）又は興行場営

業分割承継届出書（第５号様式）による

ものとする。 

第３条 法第２条の２第２項の規定によ

る相続、合併又は分割による営業の地位

の承継の届出は、興行場営業相続承継届

出書（第３号様式）、興行場営業合併承

継届出書（第４号様式）又は興行場営業

分割承継届出書（第５号様式）によるも

のとする。 

  

（増築、修繕及び模様替えの基準） 

第５条 条例附則第３項の規則で定める

 



増築、修繕又は模様替えは、次の各号に

掲げる区分ごとに、当該各号に定めるも

のとする。 

(1) 増築 

ア 観覧室の床面積が４００平方メ

ートルを超える興行場にあっては、

増築後の延面積が既存施設の延面

積の１００分の１３０以上となる

増築 

イ 観覧室の床面積が１５０平方メ

ートルを超え、４００平方メートル

以下の興行場にあっては、増築後の

延面積が既存施設の延面積の１０

０分の１４０以上となる増築 

ウ 観覧室の床面積が１５０平方メ

ートル以下の興行場にあっては、増

築後の延面積が既存施設の延面積

の１００分の１５０以上となる増

築 

(2) 修繕 建築基準法（昭和２５年法律

第２０１号）第２条第１４号に規定す

る大規模の修繕 

(3) 模様替え 建築基準法第２条第１

５号に規定する大規模の模様替え 

  

第６条 （略） 第５条 （略） 

 

第１号様式から第９号様式までを次のように改める。



 

第１号様式（第２条関係） 
 

興 行 場 営 業 許 可 申 請 書 

年  月  日   

   四日市市保健所長 

申請者                 

住所（法人にあっては所在地） 
〒                   

 
 

氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名） 
 
 
 

TEL 
FAX 

Email 

  興行場営業の許可を受けたいから、興行場法第２条第１項の規定により申請します。 

記 

 １ 興行場の名称及び所在地 

 ２ 興行場の種別 

 ３ 入場者定員 

 ４ 構造設備の状況（別表） 

 ５ しゅん工予定期日 

 ６ 施設（建物又は敷地）の所有者の住所及び氏名 

７ 事業譲渡（営業を譲り受けたことを証する旨） 

添付書類 
１ 興行場の平面図（建物配置図、各階平面図及び観覧席配置図とし、実測値を単位メー
トルで記入すること。） 

２ 便所の構造図（断面図及び平面図とし、実測値を単位メートルで記入すること。） 

３ 市長が必要と認める場合、当該興行場の実質的な経営主体を明らかにする客観的資料 

※事業譲渡により当該事業を譲り受けた者は、申請書中２から４の事項のうち変更がない
ものの記載を省略することができる。 

※事業譲渡により当該事業を譲り受けた者は、営業施設の構造設備に変更がない場合に限
り、申請書中の添付書類１及び２の添付を省略することができる。 



 

 別表 
興 行 場 の 構 造 設 備 の 状 況 

敷 地 面 積 
平方メ

－トル
 建築面積 

平方メ

－トル
 
建築様式 
（構造） 

 

観 
 
 
 
 

覧 
 
 
 
 

室 

床 面 積    
平方メ
－トル

（うち２階   
平方メ
－トル

、３階以上   
平方メ
－トル

） 

天 井 高 平場（最高  
メー
トル

、最低  
メー
トル

）、
階上又
は階下

（最高  
メー
トル

、最低  
メー
トル

） 

い す 席 
いす
背間

  
センチメ
ートル

、
いす
幅 (ひじかけのな

い場合座面 )  
センチメ
ートル

、座面  
センチメ
ートル

 

座 席        
平方メ
－トル

、１人占有面積       
平方メ
－トル

 

ま す 席       
平方メ
－トル

、（１ます ：   
平方メ
－トル

、定員  名） 

横通路の
幅 員   

メー
トル

（縦列 席ごと） 縦通路

の幅員 

  
メー
トル

（横列 席ごと） 

避難通路     本 
片側の
場合

 
メー
トル

（横列 席ごと） 

最後部の
通路幅員 

  メートル 

(階上又は  メー
階下    トル) 

立見席の
１人有占
面積

  
平方メ
－トル

 
立見席の手す
りの有無 

有・無 

照 明 の

状 況 

休 憩 中   Ｗ  個   Ｗ  個   Ｗ  個   Ｗ  個 

 

興 行 中   Ｗ  個   Ｗ  個   Ｗ  個   Ｗ  個 

空調関係設備 

換気能力（立方メートル／秒） 

１ 中央管理方式空調設備 

２ 空気調和設備 

３ 機械換気設備 
   第１種（給気機と排気機を有するもの） 
   第２種（給気機と自然排気口を有するもの） 
   第３種（自然給気口と排気機を有するもの） 

便 所 

手洗室等前室 有・無 構 造 水洗・くみ取り・改良便槽 

便器数 

男子用 大便器 個 （幅  
センチメ
ートル

、奥行  
センチメ
ートル

） 

男子用 小便器 個 （間隔  
センチメ
ートル

） 

女子用     個 （幅  
センチメ
ートル

、奥行  
センチメ
ートル

） 

喫 煙 所  特定施設（室）    
平方メ
－トル

  特定場所   
平方メ
－トル

 

そ の 他  

 



第２号様式（第２条関係） 

仮設興行場営業許可申請書 

 

年   月   日 

 

四日市市保健所長  

 

                申請者 

住所（法人にあっては所在地） 

〒                   

 

氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名） 

 

 

TEL 

FAX 

Email 

 

 

 興行場営業の許可を受けたいので、興行場法第２条第１項の規定により申請します。 

 

記 

 

１ 興行場の名称及び所在地 

 

 

２ 興行場の種別 

 

３ 入場者定員 

 

４ 構造設備の状況（建築様式、建築の構造の概略、観覧席の状況、便所の有無） 

 

 

 

 

５ 営業時間 

 

６ 施設（建物又は敷地）の所有者の住所及び氏名 

 

７ 事業譲渡（営業を譲り受けたことを証する旨） 

 

添付書類 

１ 興行場の平面図 

２ 市長が必要と認める場合、当該興行場の実質的な経営主体を明らかにする客観的資料。 

※事業譲渡により当該事業を譲り受けた者は、申請書中２から５の事項のうち変更がないも

のの記載を省略することができる。 

※事業譲渡により当該事業を譲り受けた者は、営業施設の構造設備に変更がない場合に限り、

申請書中の添付書類１の添付を省略することができる。 



 

第３号様式（第３条関係） 

興行場営業相続承継届出書 

 

年   月   日 

四日市市保健所長  

 

届出者                

住所 〒              
 

                   
氏名               

 
               

 被相続人との続柄 
 

TEL 
 

 

  興行場の営業者の地位を相続により承継しましたので、興行場法第２条の２第２項の

規定により届け出ます。 

記 

 １ 興行場の名称及び所在地 

 

 

 

 

 ２ 被相続人の氏名及び住所 

 

 

 

 

 ３ 相続開始の年月日 

 

 

添付書類 

１．戸籍謄本又は不動産登記規則（平成 17年法務省令第 18号）第 247条第５項の規定に

より交付を受けた同条第１項に規定する法定相続情報一覧図の写し 

２．相続人が２人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべ

き相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書 

 



 

第４号様式（第３条関係） 
 

興行場営業合併承継届出書 

 

年   月   日 

四日市市保健所長  

 

届出者                   

事務所所在地  〒             

  

 名称  

 

                             代表者氏名                

             

TEL 

 

  興行場の営業者の地位を合併により承継しましたので、興行場法第２条の２第２項の

規定により届け出ます。 

記 

 １ 興行場の名称及び所在地 

 

 

 

 

 

 ２ 合併により消滅した法人の名称、事務所所在地及び代表者の氏名 

 

 

 

 

 

 ３ 合併の年月日 

 

 

 添付書類 

営業者の地位の承継の事実を証する書類 



 

第５号様式（第３条関係） 
 

興行場営業分割承継届出書 

 

年   月   日 

四日市市保健所長  

 

届出者                   

事務所所在地  〒             

  

 名称  

 

                             代表者氏名                

             

TEL 

 

  興行場の営業者の地位を分割により承継しましたので、興行場法第２条の２第２項の

規定により届け出ます。 

記 

 １ 興行場の名称及び所在地 

 

 

 

 

 

 ２ 分割した法人の名称、事務所所在地及び代表者の氏名 

 

 

 

 

 

 ３ 分割の年月日 

 

 

 添付書類 

営業者の地位の承継の事実を証する書類 



 

第６号様式（第４条関係） 

 

興行場営業許可申請書(承継届出書)記載事項変更届出書 

 

年   月   日 

 

四日市市保健所長  

 

届出者 

住所（法人にあっては所在地） 
〒                   

 
 

氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名） 
 
 
 

TEL  

 

                      

  次のとおり変更しましたので、四日市市興行場法施行細則第4条の規定により届け出ます。 

 

１ 興行場の名称及び所在地 

 

 

２ 興行場の種別 

 

３ 変更事項 

変 更 前  

変 更 後  

  

４ 変更の年月日 

 

添付書類 

施設変更の届出にあっては、変更前及び変更後の図面(実測値を単位メートルで記入すること。) 



 

第７号様式（第４条関係） 

 

興 行 場 営 業 停 止 届 出 書 

 

年   月   日 

 

四日市市保健所長  

 

               届出者                     

住所（法人にあっては所在地） 
〒                   

 
 

氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名） 
 
 
 

TEL  

 

 

  興行場営業の全部（一部）を停止しましたので、四日市市興行場法施行細則第４条の

規定により届け出ます。 

記 

 １ 興行場の名称及び所在地 

 

 

 

 

 ２ 興行場の種別 

 

 

 

 ３ 停止の理由 

 

 

 

 

 ４ 停止期間 



 

第８号様式（第４条関係） 

 

興 行 場 営 業 廃 止 届 出 書 

年   月   日 

 

四日市市保健所長  

 

               届出者                     

住所（法人にあっては所在地） 
〒                   

 
 

氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名） 
 
 
 

TEL  

 

 

  興行場営業を廃止しましたので、四日市市興行場法施行細則第４条の規定により届け

出ます。 

記 

 １ 興行場の名称及び所在地 

 

 

 

 

 ２ 興行場の種別 

 

 

 ３ 廃止の理由 

 

 

 

４ 廃止年月日 

 

 

  



 

第９号様式（第４条関係） 

興 行 場 営 業 開 始 届 出 書 

 

年   月   日 

 

四日市市保健所長  

 

               届出者                     

住所（法人にあっては所在地） 
〒                   

 
 

氏名（法人にあっては名称及び代表者の氏名） 
 
 
 

TEL  

 

 

  興行場営業を開始しましたので、四日市市興行場法施行細則第４条の規定により届け

出ます。 

記 

 １ 興行場の名称及び所在地 

 

 

 

 

 ２ 興行場の種別 

 

 

 ３ 開始の理由 

 

 

 

 

 ４ 開始年月日 



   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行前に、改正前の四日市市興行場法施行細則の規定に基づいて作成

した申請書等の用紙は、当分の間、これを使用することができる。  

     （健康福祉部衛生指導課） 


